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社　会　福　祉　法　人　設　立　認　可　審　査　調　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	審査項目および審査基準
	審査結果
結果
	審査結果および特記事項
	関係資料



1　設立の趣意
	(1)　法人設立の目的は、適正か。
(法第3条・法第22条)
(設立の動機)
	適　否
	
	認可申請書



2　事　業
	社会福祉事業
(1) 　当該法人の事業のうち社会福祉事業
が主たる地位を占めるものであるか。
(法第22条・法第26条) 
(法人基準第1-1-(1))
	適　否
	
	各種添付書類

	(2)  経営は、社会福祉法第3条から第5
条までの趣旨を尊重し、同法第61条の事業経営の準則と合致しているか。　　  　　　　　　　　　
(法人基準第1-1-(2))
	適　否
	
	

	(3)  社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているか。
　　　　　　　　　(法人基準第1-1-(3))
	適　否
	
	

	(4)  社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下になっていないか。　　
(法人基準第1-1-(4))
	適　否
	
	

	公益事業
(1)  公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であるか。   
(法人基準第1-2-(1))
	適　否
	
	

	(2)  公益事業を行うことによって、法人の社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれはないか。
(法人基準第1-2-(3))
	適　否
	
	

	(3)  公益事業は、法人の社会福祉事業に対
して、従たる地位にあるか。
(法人基準第1-2-(4))
	適　否
	
	

	(4)  公益事業は、社会通念上公益性が認められるもので、社会福祉と全く関係のないものでないか。
(法人基準第1-2-(5))
	適　否
	
	

	(5)  公益事業から剰余金を生じたときは、法人の社会福祉事業または公益事業に充てることになっているか。 
(法人基準第1-2-(6))
	適　否
	
	

	収益事業
(1)  収益事業は、社会福祉事業または公益事業の財源に充てるため一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われるもので、社会通念上事業と認められるものか。
(法人基準第1-3-(1))
	適　否
	
	

	(2)  収益事業は、法人の社会的信用を傷つ
けるおそれがあるものまたは投機的なものでないか。
(法人基準第1-3-(2))
	適　否
	
	

	(3)  収益事業から生じた収益は、法人が行
う社会福祉事業または公益事業の経営に
充当することになっているか。(母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条に基づく資金の貸付を受けて行う母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第6条第1項各号の事業は適用外)
(法人基準第1-3-(3))
	適　否
	
	

	(4)  収益事業が法人の社会福祉事業の円
滑な遂行を妨げるおそれはないか。
(法人基準第1-3-(4))
	適　否
	
	

	(5)  収益事業は、法人の社会福祉事業に対
し従たる地位であり、社会福祉事業を超
える規模となっていないか。
(法人基準第1-3-(5))
	適　否

	
	



3　法人の資産　(詳細については、施設整備に係る審査申請書による)
	資産の所有等
(1)  社会福祉事業を行うために直接必要な全ての不動産について所有権を有している、または国もしくは地方公共団体から貸与もしくは使用許可を受けているか。
国または地方公共団体以外の者から貸与を受ける場合は、事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権を設定し、かつ、これを登記しているか。　　　
※　次の施設を設置する場合は、特例規定あり
　ア　特別養護老人ホーム
　イ　地域活動支援センター
　ウ　(既設法人による)福祉ホーム
　エ　(既設法人による)通所施設
　オ　(既設法人以外による)保育所
カ　地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」または構造改革特別区域における「サテライト型障害者施設」
　　キ　幼保連携型認定子ども園または小規模保育事業(利用定員が10人以上であるもの)を行う施設
　　ク　国または地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が設置するサテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホーム
(法人基準第2-1-(1))
	適　否
	
	不動産登記簿
贈与契約書
貸与確約書等
土地利用権契約確約書
土地利用権登記確約書


	(2)  寄附金が予定されている場合は、贈与契約が締結されていることについて、契約書の写しおよび印鑑登録証明書等による確認がとれているか。
また、寄附者の所得能力、営業実績、資産状況等から寄附が確実に行われることが確認できているか。
(法人審査要領第2-(1))
	適　否
	寄附金予定者
　1
　2
　3
	贈与契約書
身分証明書
印鑑登録証明書
所得証明書
残高証明書

	(3)  借入金の償還財源として寄附が予定されている場合における個人からの寄附については、年間所得から寄附金額を控除した後の所得が、その者の生活を維持できる額を上回っているか。
(法人審査要領第2-(2))
	適　否
	寄附金予定者
　1
　2
　3
	

	(4)  その他財産のうちに年間事業費の1／12以上に相当する現金または預金を有しているか。介護保険法上の事業を行う法人にあっては、2／12以上に相当する現金または預金を有しているか。
(法人審査要領第2-(3))
	適　否
	年間事業費の1／12
円
預金額
円
(年間事業費の2／12
円)
	贈与契約書

	基本財産
(1)  基本財産を処分し、または、担保に供する場合は、所轄庁の承認を得なければならない旨を定款に明記しているか。　　
(法人基準第2-2-(1)-ア)
	適　否
	

	定款

	(2)  社会福祉施設を経営する法人は、全ての施設についてその施設の用に供する不動産を基本財産としているか。（国または地方公共団体から貸与または使用許可を受けている場合は、10,000,000円以上に相当する資産を基本財産として有しているか。）
(法人基準第2-2-(1)-イ)
社会福祉施設を運営しない法人(社会福祉協議会および共同募金会を除く。)は、原則として100,000,000円以上の資産を基本財産として有しているか。(委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合は、安定的運営が図られると所轄庁が認める額の資産を有しているか。)
(法人基準第2-2-(1)-ウ)
	適　否
	
	
定款
財産目録

	
	


4　組織運営
	役員等
(1)  関係行政庁の職員が評議員または役員となっていないか。
※社会福祉協議会は別に規定あり
(法人基準第3-1-(1))
	適　否
	
	
定款

評議員および役員(理事および監事)の履歴書

	(2)  実際に運営に参画できない者が、名目的に評議員または役員に選任されていないか。
(法人基準第3-1-(3))
	適　否
	
	

	(3)  地方公共団体の長等の特定の公職にある者が、慣例的に評議員または役員として参加していないか。
(法人基準第3-1-(4))
	適　否
	
	

	(4)  評議員または役員は、欠格事由等に該当していないか。
(法第40条第1項・法第44条第1項)　　　　　　　　
 (法人基準第3-1-(5))
	適　否
	
	

	(5) 評議員または役員は、暴力団員等の反社会的勢力の者でないか。　　    
(法人基準第3-1-(6))
	適　否
	
	

	評議員
(1)  評議員の選任・解任に関し、外部委員が参加する機関を設置することを定款に規定しているか。
(法人基準第3-2-(1))
	適　否
	
	

	(2)  評議員は、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正な手続により選任されているか。
(法人基準第3-2-(2))
	適　否
	
	

	(3)  評議員は、法人の理事、監事または職員を兼ねていないか。
(法人基準第3-2-(3))
	適　否
	
	

	(4)  評議員には次の者が含まれていないか。
ア　各評議員または各役員の配偶者または3親等以内の親族
イ　各評議員または各役員と特殊の関係にある者
(法人基準第3-2-(4))
	適　否
	
	

	(5)  評議員の数は、理事の員数を超えているか。
(法人基準第3-2-(5))
	適　否
	
	

	理事
(1)  理事は、社会福祉事業に熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であるか。      
(法人基準第3-3-(1))
	適　否
	
	

	(2)  理事のうちに、次の者が含まれているか。
(法第44条第4項)
ア　社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
イ　当該法人が行う事業の区域におけ
る福祉に関する実情に通じている者
ウ　当該法人が施設を設置している場合は、当該施設の管理者
(法人基準第3-3-(2))
	適　否
	
	

	(3)  理事の定数は、6人以上であるか。
(法人基準第3-3-(3))
	
適　否
	

	

	(4)  理事のうち、次に掲げる者の合計が、理事の総数の1／3を超えていないか。
　ア　理事の配偶者　
イ　理事の3親等以内の親族
ウ　理事と特殊の関係にある者
エ　アからウまでの理事本人
※親族等特殊関係者(上記アからウまでの者をいう。)の合計は、3人までとする。
 (法人基準第3-3-(4))
	

適　否
	
	

	監事
(1)  監事は、当該法人の理事または職員を兼ねていないか。　　　　　　　　　 
(法人基準第3-4-(1))
	
適　否

	
	

	(2)  監事には、次の者が含まれているか。
　　ア　社会福祉事業について識見を有す
る者
　　イ　財務管理について識見を有する者
(法人基準第3-4-(2))
	適　否
	
	

	(3)  監事は、2人以上であるか。
(法第44条第3項)
(法人基準第3-4-(3))
	適　否
	
	

	(4)  監事は、次の者が含まれていないか。
ア　各役員の配偶者または3親等以内の親族
イ　各役員と特殊の関係のある者
　　　　　　　　　(法人基準第3-4-(4))
	適　否
	 
	

	

5　定款・認可申請等

	定款
(1)  定款は、定款例に準拠して作成されているか。
	適　否
	
	
定款

	所轄庁
(1)  設立認可の申請は、彦根市でよいか。
(法人基準第4-1-(1))
	適　否
	
	事業計画書等

	その他
(1)  補助金または独立行政法人福祉医療機構の融資を受けて社会福祉施設を設置しようとする場合の設立認可審査は、補助金および融資の審査と相互に連携をとっているか。
※　法人の設立は、補助金の交付が確実になった後でなければ認められない。
※　当該施設の認可または設置の届出は、当該法人が成立した後でなければ行えない。
(法人基準第4-3-(1))
	適　否
	
	事業計画書等(補助金および福祉医療機構の貸付関係資料)

	(2)  設立代表者または理事長への就任を予定している者が既に別の法人の理事長である場合は、既存法人における組織運営、事業運営、資金計画の履行状況等を確認し、異なる事業主体を設立する必要性が認められるか。
　　　　　　　　　(法人基準第4-3-(2))
	適　否
	
	理事長予定者
履歴書および
既存法人の関
係資料



